
平田地区社会福祉協議会会則 

 

昭和６０年１１月１６日制定 

平成２０年４月２６日現在  

 

（目 的） 

第１条 この会は、地区住民が健康で明朗な環境をつくり、相互に連携して地域ぐる

みで明るい町づくりを推進し、もって社会福祉の増進をはかることを目的とする。 

 

（名 称） 

第２条 この会は、平田地区社会福祉協議会と称し、事務局を平田出張所に置く。 

 

（事 業） 

第３条 この会は、第１条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）地区の福祉を目的とする事業の調査、研究、企画及び問題解決のための活動 

（２）この会に所属する団体の福祉活動の援助 

（３）その他目的達成に必要なこと。 

 

（組 織） 

第４条 この会は、平田地区自治会連合会に所属する全世帯をもって組織する。 

 

（役員及び理事） 

第５条 この会に、次の役員を置く。 

（１）会  長  １ 名 

（２）副 会 長  ３ 名 

（３）常任理事  若干名 

（４）事務局長  １ 名 

（５）会  計  １ 名 

（６）監  査  ２ 名 

２ 理事は、自治会、婦人会、子供会育成連合会、長寿会、消防団、スポーツ少年団 

育成連絡協議会,保護司会、平田小学校、平田小学校ＰＴＡ、平田中学校、平田中学

校育友会、平田小学校評議員、平田中学校評議員、幼稚園、保育園、青少年育成市

民会議常任委員、防犯連絡書指導員、食生活改善推進員、岩国市平田出張所、平田

地区防犯パトロール協議会員若干名、平田地区危機管理官、ひらたげんきっこクラ

ブの各長、民生委員・児童委員、主任児童委員、福祉員、少年相談員、体育指導委

員及びごみ減量等推進協力員若干名をもって充てる。また、地域性を考慮し、自治

会の役員を若干名理事とすることができる。 



３ 会長は、必要に応じて常任理事会に諮って次の人を理事に充てることができる。 

（１）上記以外の団体の長 

（２）平田地区社会福祉協議会活動に積極的に参加した理事経験者 

 

（役員の選出） 

第６条 この会の会長、副会長及び監査は、理事の中から理事会において選出する。 

２ 事務局長及び会計は、理事の中から会長が推薦し、理事会において承認を得る。 

３ 常任理事は、第１２条の部長及び副部長をもって充てる。 

 

（役員及び理事の任務） 

第７条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 理事は、この会の事業が円滑かつ効果的に実施されるよう、地区住民及び所属団 

体に周知徹底をはかり、目的達成のためにつとめる。 

４ 事務局長は、会長の指示を受け、会の運営にあたる。 

 

（監 査） 

第８条 監査は、業務を監査し、理事会に報告する。ただし、他の役職を兼ねること 

はできない。 

 

（役員及び理事の任期） 

第９条 役員及び理事の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により就任した任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（顧問及び相談役） 

第１０条 理事会の同意を得て、この会に顧問を置くことができる。 

２ 常任理事会の同意を得て、この会に相談役を置くことができる。 

３ 顧問及び相談役は、会長の諮問に答えることができる。 

 

（会 議） 

第１１条 この会の会議は、常任理事会及び理事会とし、必要に応じて開催する。 

２ 常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び事務局長をもって組織し、急を要す 

る事項等、並びに理事会において決議する事項を審議する。 

３ 会議は、会長が招集しその議長となる。 

４ 会議は構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。 

 

（専門部） 

第１２条 この会に次の専門部を置く。 



２ 各専門部は、それぞれの事業の企画、立案をし、事業を円滑に且つ効果的に行う。 

３ 理事は、いずれかの部に所属し、部長及び副部長は部員の互選による。 

広報部（部長１名 副部長１名） 

（１） 平田新聞の発行及び広報活動に関する事項 

環境部（部長１名 副部長１名） 

（１） 環境衛生に関する事項 

福祉部（部長１名 副部長１名） 

（１） 福祉活動に関する事項 

交通防犯部（部長１名 副部長１名） 

（１） 交通安全対策に関する事項 

（２） 青少年健全育成に関する事項 

（３） 防犯パトロールに関する事項 

文化部（部長１名 副部長１名） 

（１） 文化活動に関する事項 

体育部（部長１名 副部長１名） 

（１） スポーツの振興に関する事項 

 

（議 決） 

第１３条 この会の議決事項は、理事会において決議する。 

 

（会 費） 

第１４条 この会の事業を推進するための運営費として、会費を次のとおり定める。 

（１） 一般会費 一世帯当たり  年１００円 

（２） 特別会費 一口当たり   １,０００円 

（３） この会費は、原則として毎年５月に納入する。 

 

（会計年度及び会計報告） 

第１５条 この会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとす 

る。会計報告は、年１回理事会に諮り承認を得なければならない。 

 

（弔慰金） 

第１６条 理事が病気又は不慮の事故等により死亡したときは、弔慰金として 5,000 

円を支給する。なお、返礼は受けないものとする。 

 

 

附 則 

この会則は、昭和６０年１１月１６日から施行する。 

この会則は、平成９年５月１５日に改正し、同日から施行する。 



この会則は、平成１１年４月１日に改正し、同日から施行する。 

この会則は、平成１３年４月１日に改正し、同日から施行する。 

この会則は、平成１４年４月１日に改正し、同日から施行する。 

この会則は、平成１５年４月１日に改正し、同日から施行する。 

この会則は、平成１７年４月１日に改正し、同日から施行する。 

この会則は、平成１８年４月１日に改正し、同日から施行する。 

この会則は、平成１９年４月２８日に改正し、同日から施行する。 

この会則は、平成２０年４月２６日に改正し、同日から施行する。 

 

 


